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可 決 案 件

令和５年３月 通常総代会開催
【日 時】令和５年３月 28 日　午後１時 30 分
【場 所】東総文化会館　小ホール
【議 長】高野 忠泰 総代

　千葉県干潟土地改良区の規約や諸規程類の変更、令和
４年度の補正予算、令和５年度の予算案等を審議してい
ただくため、通常総代会を３月 28 日、東総文化会館にお
いて開催しました。
　今回の総代会では、新型コロナウイルスの対応も緩和
されてきたことから、約１年半ぶりに総代全員にご出席
をいただいての開催となりました。
　提案された全 13 議案につきましては、原案のとおり可
決決定されました。 議事を進行する高野議長

上程議案に賛成する総代

全 13 議案可決承認

議案第1号　千葉県干潟土地改良区規約の一部改
正（案）について
◆外部監査による指摘を受け、条文の見直し、追

加など、規約として適正な表記に改正いたしま
した。

議案第2号　千葉県干潟土地改良区会計細則一部
改正（案）について
◆条文の追加や削除などにより適正な表記にし、

財務諸表の公表においては、ホームページ等の
インターネットを使用した閲覧ができるように
改正しました。
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議案第3号　千葉県干潟土地改良区監査細則の一
部改正（案）について
◆定期監査を実施する際に使用する監査簿の様式

を、複式簿記に対応したものに改正しました。

議案第４号　令和４年度千葉県干潟土地改良区特
別賦課金納付時期の一部変更（案）について
◆桜井支区の納付期間を９月１日から 30 日に変更

しました。

議案第 5 号　専決処分②の報告及び承認について
（令和４年度千葉県干潟土地改良区一般会計及び特
別会計収支補正予算）
◆揚水ポンプの電気料高騰と、気象状況により使

用電力量が増えたため、理事会における補正予
算の専決処分の報告と承認を求めました。

議案第6号　専決処分③の報告及び承認について
（令和４年度千葉県干潟土地改良区一般会計及び特
別会計収支補正予算）
◆琴田支区第一機場のフェンス改修、万力Ⅱ期支

区において、水中ポンプの設置工事を行うにあ
たり、水量確保を目的とした排水路の接続工事
を行ったため、理事会における補正予算の専決
処分の報告と承認を求めました。

議案第7号　令和４年度千葉県干潟土地改良区一
般会計及び特別会計収支補正予算（案）について
◆一般会計 1,507 万 2,000 円の追加、特別会計

389 万 9,600 円の追加とする補正予算案を提案
しました。

議案第8号　令和５年度千葉県干潟土地改良区経
常賦課金、特別賦課金納付の時期及びその方法（案）
について
◆経常賦課金（一般会計）及び特別会計（20 支（分）

区）の納付時期などを提案しました。

議案第9号　令和５年度千葉県干潟土地改良区借
入金の借入並びにその方法、利率及び償還の方法

（案）について
◆県営農地整備事業（春海、椿海、豊和地区）地

元分担金充当額の借入金額及び利率等について
提案しました。

議案第10号　令和５年度千葉県干潟土地改良区
一般会計及び特別会計の一時借入金について
◆令和５年度中に運営上借入金が必要になった場

合には、5,000 万円以内で借入れができるよう
に借入れ先、償還財源について提案いたしまし
た。

議案第11号　令和５年度千葉県干潟土地改良区
一般会計及び特別会計収支予算（案）について
◆一般会計４億 5,800 万円、特別会計６億 8,170

万円の予算案を提案しました。詳しくは４，５
ページをご覧ください。

議案第12号　令和５年度千葉県干潟土地改良区
歳計現金の預入先について
◆歳計現金（日々の支払いにあてるための資金）

預入れ先については、（株）千葉銀行ほか６機関
にすることを提案しました。

議案第13号　千葉県干潟土地改良区支区選出役
員について
◆万才支区の役員の変更を提案いたしました。８

ページをご覧ください。

監査結果報告を行う相馬良男総括監事

当日の出席者数

現在総数　５２人

出席者数　５０人　（内書面議決　１２人）

欠席者数　　２人
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令和５年３月 28 日開催の通常総代会において、千葉県干潟土地改良区の予算が決定しました。

一般会計予算

令和 5 年度 予算のあらまし

歳入の部

歳出の部

（単位：千円）

（単位：千円）

科　目 科目説明 予算額
土地改良事業収入 土地改良事業における収入 288,076
附帯事業収入 土地改良事業以外の附帯事業による収入 3,010
基本財産運用収入 定款及び規定で定められている基本財産を運用して得られる収入 1
補助金等収入 国や県等の補助金、助成金等 1
交付金収入 交付金による収入 45,350
寄附金収入 寄附金による収入 200
業務受託料収入 土地改良区が行う受託業務における収入 25,874
雑収入 上記以外の収入 3,580
借入金収入 借入金による収入 2
基本財産取崩収入 基本財産を取り崩すことで生じる収入 1
特定資産取崩収入 特定資産を取り崩すことで生じる収入 21,815
固定資産売却収入 固定資産を売却することにより生じる収入 1
出資金償還収入 出資金の返還により生じる収入 1
他会計繰入金 他会計からの繰入金 30
繰越金 前年度からの繰越金 70,058

歳 入 合 計 458,000

科　目 科目説明 予算額
土地改良事業費支出 土地改良事業に要する経費 171,558
一般管理費支出 土地改良区の運営をするための一般経費 104,446
土地改良事業負担金支出 国及び県営土地改良事業の負担金等 50,453
借入金返済支出 借入金返済のための支出 7,827
支払利息 債務の支払い利息 590
固定資産取得支出 事業に要する固定資産の取得に要する経費 7
土地改良施設建設仮勘定取得支出 土地改良施設建設仮勘定の取得に係る支出額 1
建設仮勘定取得支出 建設仮勘定の取得に係る支出額 1
基本財産積立支出 基本財産を積み増すための支出額 30,000
特定資産積立支出 特定資産を積み増すための支出額 22,001
雑支出 上記以外の支出 200
他会計繰出金 他会計への繰出金 4,030
繰越金 次年度への繰越金額 0
予備費 承認された予算科目を超過した支出へ対応するために準備しておく費用 66,886

歳 出 合 計 458,000

歳 入
458,000
千円

歳 出
458,000
千円

土地改良事業収入
288,076千円　62.9%

土地改良事業費支出
171,588千円　37.5%

附帯事業収入
3,010千円　0.7%

交付金収入
45,350千円　9.9%

業務委託料収入
25,874千円　5.6%

雑収入
3,580千円　0.8%

土地改良事業負担金支出
50,453千円　11.0%

一般管理費支出
104,446千円　22.8%

借入金返済支出
7,827千円　1.7%

基本財産積立支出
30,000千円　6.6%

特定資産積立支出
22,001千円　4.8%

他会計繰出金
4,030千円　0.9%

その他の支出
799千円　0.2%

予備費
66,886千円　14.6%繰越金

70,058千円　15.3%
その他の収入
22,052千円　4.8%
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特別会計予算

令和５年度各種事業のお知らせ

歳入の部

歳出の部

（単位：千円）

（単位：千円）

科　目 予算額
土地改良事業収入 73,422
基本財産運用収入 8
補助金等収入 186,473
寄附金収入 16
業務受託料収入 0
雑収入 612
借入金収入 32,145
基本財産取崩収入 1,013
交付換地清算金収入 101,900
徴収換地清算金収入 101,900
他会計繰入金 4,030
繰越金 180,181

歳 入 合 計 681,700

科　目 予算額
土地改良事業費支出 99,540
一般管理費支出 24,730
土地改良事業負担金支出 32,145
借入金返済支出 186,001
支払利息 340
固定資産取得支出 19
支払換地清算金支出 101,900
納付換地清算金支出 101,900
基本財産積立支出 50,104
雑支出 2,185
他会計繰出金 30
繰越金 0
予備費 82,806

歳 出 合 計 681,700

事業名 地区名 事業費

県営農地整備事業
春海地区 55,954
椿海地区 67,200
豊和地区 525,000

事業名 工事名 事業費（予定）

土地改良施設維持管理適正化事業

万力第 10 機場整備補修工事 6,300
万力第 11 機場整備補修工事 10,800
万才Ⅱ期第５機場整備補修工事 10,000
夏目境川補修工事 14,400

水利施設等保全高度化事業 琴田地区機能診断及び保全計画作成業務 8,000

歳 入
681,700
千円

歳 出
681,700
千円

土地改良事業収入
73,422千円　10.8%

補助金等収入
186,473千円　27.4%
補助金等収入
186,473千円　27.4%

借入金収入
32,145千円　4.7%他会計繰入金

4,030千円　0.6%

繰越金
180,181千円　26.4%
繰越金
180,181千円　26.4%

徴収換地清算金収入
101,900千円　14.9%

交付換地清算金収入
101,900千円　14.9%
交付換地清算金収入
101,900千円　14.9%

納付換地清算金支出
101,900千円　14.9%
納付換地清算金支出
101,900千円　14.9%

基本財産積立支出
50,104千円　7.3%

支払換地清算金支出
101,900千円　14.9%
支払換地清算金支出
101,900千円　14.9%

その他の収入
1,649千円　0.2%

土地改良事業費支出
99,540千円　14.6%

一般管理費支出
24,730千円　3.6%

土地改良事業
負担金支出
32,145千円　4.7%

借入金返済済支出
186,001千円　27.3%
借入金返済済支出
186,001千円　27.3%

予備費
82,806千円　12.1%

その他の支出
2,574千円　0.4%

（単位：千円）

（単位：千円）
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令和５年度モニター紹介令和５年度モニター紹介
氏 名（敬称略） 新川対象地域
向後　博道 東庄町舟戸・大久保地先
中川　拓也 東庄町夏目地先
松ヶ谷泰彦 旭市万歳地先
小澤　昌志 旭市万歳地先
髙木　　浩 旭市万歳・関戸地先
長谷川　昇 旭市万歳・関戸地先
掛巣　和之 旭市万歳・関戸地先
宮内　利一 旭市万歳・関戸地先
木村　和彦 旭市万歳・関戸地先

千葉県干潟土地改良区の事務局機構と事務分掌

事務局長
岩 岡 　 弘

総務課長
伊 藤 光 明

総務課長代理
小 林 敦 仁

事業課長
小 嶋 俊 雄

役員、総代、各種会議運営のほ
か、文書収受・広報等に関する
事。他の係に属さないこと。

賦課徴収全般・地区除外に関す
ること。

用排水調整・農用施設の維持管
理・施設の他目的使用に関する
こと。

ほ場整備事業に関すること。

金銭出納に係ること。

係　長　  浪 川 　 崇
主　事　  高 木 正 宏（兼管理係）
主　事　  鈴 木 智 文（兼会計係）

庶務係

係　長　  浪 川 　 崇
主　事　  加 瀬 晴 貴

会計係
（兼庶務係）

係　長　  髙 橋 哲 也
主　事　  木 内 康 太（兼管理係）

技術係

係　長　  宮 内 陽 子
主任主事　  伊 藤 　 佳
主　事　  島 田 惣 祐

賦課
徴収係

係　長　  髙 橋 哲 也
主　査　  薄 田 みどり
主　事　  増 田 康 希

管理係

笹川揚水機場電動機
の更新について

　干潟だより第68号でお知らせ
した国営施設機能保全事業（大利
根用水地区）において、笹川揚水
機場の太郎、次郎、三郎ポンプの
電動機（モーター）の更新を行いま
した。２月に設置され、３月10
日から運転を開始しました。

向後裕通理事

新川改修促進期成同盟会水質モニター

　新川改修促進期成同盟会では、新川沿線地域の方に水質モニ
ターを委嘱し、新川の水質汚濁やゴミの不法投棄等の監視、情
報提供をお願いしていま
す。また、新川の現地踏査
を行い、ゴミ収集等の清掃
活動を実施しております。
きれいな新川・美しい農村
環境を守るためにも皆様の
ご協力をお願いします。

新川に捨てられていたゴミ

……

……

……

……

……

　令和５年３月20日に開催された、千葉県土地改良事業団
体連合会の総会において、令和４年度土地改良功労者として、
旭市旧海上町地区選出の向後裕通理事が表彰されました。

千葉県土地改良事業団体連合会
令和４年度土地改良功労者表彰受賞

旭市旧海上町地区
 向 後  裕 通  理事

表 彰表 彰
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〇ナガエツルノゲイトウを広く一般の方々に知ってもらうため啓発動画を公開しています！
ナガエツルノゲイトウは、近年、関東農政局管内の農業水利施設及びその周辺において大量繁殖し、取水・排
水施設の機能低下や通水阻害などの被害が問題になっています。
本種については、根絶の手法が確立されていないため、侵入の初期段階で発見し、生息域が拡大する前に除
去することが重要です。そのためには、ナガエツルノゲイトウが引き起こす問題について、多くの方々に知っていただく
必要があるため、是非、本動画を御覧いただくとともに、関係する方々への動画の紹介をお願いします。

節から一対の葉

農林水産省公式YOUTUBEチャンネル maffchannel で公開中！〈解説動画〉
【解説】知っていますか？
特定外来生物ナガエツルノゲイトウ

https://www.youtube.com/watch?v=oAvPZlrZ-Vo

葉先はややとがる

白い花をつける

茎は空洞がある

A.水面を覆い尽くすほぼ全ての植物がナガエツルノゲイトウです！

水門

末端排水路取水口スクリーン

揚水機場
農業水利施設への被害ナガエツルノゲイトウの見分け方

地域における対策に向けた話合いの場面などで

末端排水路

〇ナガエツルノゲイトウを広く一般の方々に知ってもらうため啓発動画を公開しています！
ナガエツルノゲイトウは、近年、関東農政局管内の農業水利施設及びその周辺において大量繁殖し、取水・排
水施設の機能低下や通水阻害などの被害が問題になっています。
本種については、根絶の手法が確立されていないため、侵入の初期段階で発見し、生息域が拡大する前に除
去することが重要です。そのためには、ナガエツルノゲイトウが引き起こす問題について、多くの方々に知っていただく
必要があるため、是非、本動画を御覧いただくとともに、関係する方々への動画の紹介をお願いします。

節から一対の葉

農林水産省公式YOUTUBEチャンネル maffchannel で公開中！〈解説動画〉
【解説】知っていますか？
特定外来生物ナガエツルノゲイトウ

https://www.youtube.com/watch?v=oAvPZlrZ-Vo

葉先はややとがる

白い花をつける

茎は空洞がある

A.水面を覆い尽くすほぼ全ての植物がナガエツルノゲイトウです！

水門

末端排水路取水口スクリーン

揚水機場
農業水利施設への被害ナガエツルノゲイトウの見分け方

地域における対策に向けた話合いの場面などで

末端排水路
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経費の削減を図るため、広報紙に有料の広告を掲載しています。
料金、サイズ等詳細は、総務課０４７９（６２）１４９５までお問い合わせください。

	 滞納のある農地を取得した場合は、
	 新しい権利者が負担することとなります
　賦課金を滞納している農地を取得すると、土地改良法第 42条第
１項（権利義務の継承及び決済）により、新しい権利者に支払い義
務が移行しますので、農地を取得（競売も同様）する場合は、滞納
金があるかどうか当土地改良区へお問い合わせ下さい。

お 知 ら せ

賦課金の納付は口座振替を推奨します
　近年、銀行窓口手数料の値上げや、キャッシュレス化
が進んでいます。賦課金の納付は、窓口での納付の手間
がなく、納め忘れのない口座振替を推奨します。
　また、郵便局、かとり農業協同組合では、現金による
窓口での納付をした場合、現金扱い手数料がかかる場合
がありますのでご確認ください。

・ちばみどり農業協同組合
・かとり農業協同組合　・千葉銀行
・千葉興業銀行　　　　・銚子信用金庫
・銚子商工信用組合　　・ゆうちょ銀行

土地改良区に届け出てください

令和５年度決済金の額

田	…	243,000円
畑	…	102,000円

農地転用決済金（10a当たり）

（Ｂ広告）

令和４年 11 月 15 日
県圃万才支区
　支区長就任　穴澤　裕
　支区長退任　増田　庄次郎

（敬称略）

支分区長人事

①組合員の資格等に異動があった場合
　干潟土地改良区管内の土地の全部又は一部について、組合員の資格を取得又は喪失した場合は、直ちに
その旨を「組合員資格得喪通知書」により必ず届け出てください。
　⃝農地を売買・交換・貸借・贈与・相続したとき　　⃝組合員が亡くなったとき
　⃝組合員が経営を移譲するとき　　　　　　　　　　⃝住所を変更したとき
　また、公共機関（市町、農業委員会、法務局等）への手続きを行った場合であっても土地改良区への届
け出も必要となりますので、土地の権利等に異動があったときは、速やかに提出をお願いします。
　なお、届け出については、千葉県干潟土地改良区に備え付けの用紙、若しくはホームページよりダウンロー
ドをして、ご利用ください。
②農地を転用する場合
　農地を宅地等の農用地以外の目的で使用する場合
は、「農地転用等の通知及び意見書の交付願・地区除
外申請書」を当土地改良区へ届け出てください。
　転用により農地の減少と農業用施設などの維持管理
費が他の組合員の負担とならいように、土地改良法第
42条第２項により地区除外決済金がかかります。

この広報誌は再生紙を使用しています。


